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平成３０年度第１回相馬市地域包括ケア推進会議次第

日（水）日時平成30年７月２５
午後１時３０分

場所正庁(市役所３階）

◎委嘱状交付式

１．開会

２．あいさつ

３ ． 議 題

平成２９年度の事業実績について
平成３０年度の取り組みについて
その他
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４．その他
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相馬市地域包括ケア推進会議(平成29年３月～平成31年10月）
、
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第１号委員 渡邉孝喜 相馬市区長会 地域代表 平成30年７月2５
日就任

第１号委員 建藤洋悦 相馬市民生児童委員協議会 地域代表 副会長

第１号委員 伊東通夫 相馬市老人ｸﾗﾌ連合会 地域代表

第２号委員 船橋裕司 相馬郡医師会相馬支部 保健･医療関係者

第２号委員 阿部裕哉 相馬市歯科医師会 保健･医療関係者

第２号委員 只野則彦 相馬市薬剤師会 保健･医療関係者

第３号委員 只野裕一 相馬市社会福祉協議会 高齢者福祉関係機関 会長

第３号委員 佐々木祐子 相馬市地域包括支援センター 高齢者福祉関係機関 平成29年12月
20日就任

第４号委員 津田登喜子 相馬方部介護保険事業者連絡会 介護保険サービス事業者 居宅介護支
援事業者

第４号委員 青田しのぶ 相馬方部介護保険事業者連絡会 介護保険サービス事業者 施設サービ
ス事業者

第４号委員 梶由美子 相馬方部介護保険事業者連絡会 介護保険サービス事業者 居宅サービ
ス事業者

第５号委員 蛯原昌子 公募 被保険者代表 第２号被保
険者

第５号委員 桑折和子 公募 被保険者代表 第１号被保
険者

第６号委員 今 野 大 相馬市社会福祉協議会 市長が認める者

第６号委員 原史朗 相馬市保健福祉部長 市長が認める者
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相馬市地域包括ケア推進会議設置要綱

（趣旨）
第１条この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という｡）の規定
に基づき、高齢者が地域で自立した日常生活を営むことができるよう、保健、医療、福
祉等の関係者が協議、連携し地域の課題解決に向けた取組みを推進するとともに、相馬
市介護保険事業計画及び老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）の規定に基づく相馬
市高齢者福祉計画を策定するため､相馬市地域包括ケア推進会議(以下｢会議｣という｡）
を設置する。

（所掌事務）
第２条会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
（１）高齢者の個別支援に係る困難事例について協議するとともに、地域課題を発見し、
課題解決に向けた取組みについて検討すること。
（２）在宅医療と介護の連携について協議し、課題解決に向けた取組みについて検討する
こと。

（３）高齢者の地域における自立した日常生活の支援、介護予防等について協議し、課題
解決に向けた取組みについて検討すること。
（４）認知症高齢者の支援等について協議し、課題解決に向けた取組みについて検討する
こと。

（５）相馬市介護保険事業計画及び相馬市高齢者福祉計画の策定に関して協議すること。
（６）前各号に掲げるもののほか、地域包括ケアに関して特に必要と認められること。

（組織）
第３条会議は、委員１５名以内で組織する。
２会議の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し構成する。
（１）地域住民の代表
（２）保健・医療関係者
（３）高齢者福祉関係機関
（４）介護保険サービス事業者
（５）介護保険被保険者の代表
（６）その他市長が必要と認める者

（任期）
第４条委員の任期は、３年とする。ただし、任期中に委員が前条第２項第１号から第５
号に掲げる者に該当しなくなったときは、委員の職を失うものとする。

２委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）
第５条会議に会長及び副会長を各１名置く。
２会長及び副会長は、委員の互選とする。
３会長は、会議を代表し、会務を総括する。
４副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
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桧議）
第６条会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、最初に行われる会議
は、市長が招集する。

２会長は、必要があると認めたときは委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を
聴くことができる。

（専門部会）
第７条会議は、第２条第１号から第４号までに掲げる事項について専門的な研究及び検
討をするため、それぞれ専門部会を置くことができる。

２前項の場合において、会議は、別表上覧に掲げる区分に応じ、同表下欄に掲げる会議
等に専門部会の機能を委託することができる。

３前項の規定による委託を受けた会議等は、委託された内容について協議、検討した経
過等について、会長に報告しなければならない。

（報償金）
第８条会議の委員には、予算の範囲内で報償金を支給する。

（庶務）
第９条会議の庶務は、保健福祉部健康福祉課において処理する。

（委任）
第１０条この要綱に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

（施行期日）
１この要綱は、公布の日から施行する。

（経過措置）
２この要綱の施行後、初めて委嘱された委員の任期は、第４条第１項の規定にかかわら
ず、平成３１年１０月３１日までとする。
（相馬市介護保険事業計画等策定委員会設置要綱等の廃止）

３次に掲げる要綱は廃止する。
（１）相馬市介護保険事業計画等策定委員会設置要綱（平成１１年告示第２号）
（２）相馬市介護保険事業計画等策定調整会議設置要綱（平成１１年告示第３号）

別表（第７条関係）
区分 会議等

第２条第１号 介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という｡）第１１５条
の４５第２項第３号で規定する事業で実施する会議等

第２条第２号 法第115条の第45第２項第４号で規定する事業で実施する会議等
第２条第３号 法第115条の第45第２項第５号で規定する事業で実施する会議等
第２条第４号 法第１１５条の第４５第２項第６号で規定する事業で実施する会議等



相馬市地域包括ケア推進会議の構成
地域包括ケア推進会議(代表者レベル）

①個別課題解決機能
②ネットワーク構築機能
③地域課題発見機能
④地域づくり｡資源開発の検討
⑤政策形成機能

R告協議検討を
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専門部会としての機能を委託
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包括支援センター事業
個別ケア会議

事務局:包括支援センター

在宅医療介護連携推進事業認知症総合支援事業生活支援体制整備事業
協議体

事務局:生活支援ｺーディネーター
在宅医療介護連携推進会議

事務局;市事務局;認知症地域支援推進員

②ネットワーク構築機能
③地域課題発見機能①個別課題解決機能

②ネットワーク構築機能
②ネットワーク構築機能
③地域課題発見機能

②ネットワーク構築機能
③地域課題発見機能
④地域づくり"資源開発の検討



平成30年度相馬市地域包括ケア推進会議実施計画

◎平成30年度相馬市地域包括ケア推進会議での主な検討事項
（１）地域課題から見える相馬市に必要な高齢者支援の仕組を検討する。
（２）各部会における個別課題の解決に向けた取り組みを検討する。
（３）地域包括ケアシステムの構築・深化に向けた検討。
（４）第７期相馬市高齢者福祉計画・第７期相馬市介護保険事業計画の進捗管理

開催月 会議の内容
各部会の開催予定

地域個別ケア委員会 支え合いづくりを考える委員会 認知症地域ケア委員会

4月

5月 第1回 第1回

6月

7月
第1回
1．平成29年度事業実績について
2．平成30年度の取り組みについて
3．平成30年度の検討事項について

第1回 第2回 第2回

8月

9月 第2回 第3回 第3回

10月

11月 第4回 第4回

12月 第2回 第3回

1月 第5回 第5回

2月

3月 第3回 第4回 第6回 第6回
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「臺票庁］｢高齢者福祉の充実」に関する新規事業

非課税高齢者世帯向けエアコン設置助成

○エアコン購入費用助成の目的・
近年、全国的に熱中症による健康被害が数多く報告されて、また、市内に

おいても高齢者が熱中症により救急搬送されている。
このことを踏まえ､特に高齢者に対して緊急の熱中症対策が必要であるこ

とから、高齢者のいる市民税非課税世帯のうち、冷房器具の持ち合わせがな
い世帯に対し、冷房器具（ルームエアコン）の購入に必要な費用の一部を助
成するもの。

○助成内容
・対象者：以下の全ての要件を満たす世帯に属する者

（１）65歳以上の高齢者がいる世帯
（２）市民税非課税世帯
（３）現在、世帯の居住する居宅にエアコンが未設置の世帯
（４）市税を滞納していない世帯

・助成対象:冷房器具（ルームエアコン）本体、設置に要する費用
・助成額：１世帯当り、設置費用の７０％（助成上限：35,000円）

○助成開始日
・平成３０年７月１日以降購入したものを対象とする。

○ 財 源
・全額一般財源（ふるさと振興基金から充当）

○周知方法
・対象世帯への周知文書の送付
・各区長、民生委員・児童委員、市内電器店への周知文書の送付
・７/15広報と同時に行政区各班での回覧
、８/1号広報そうまへ記事掲載
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能性を確保高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止､地域共生社会の実現を図るとともに､制度の持続可

することに配盧し､サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにする。
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(その他）
・地域包括支援センターの機能強化（市町村による評価の義務づけ等）
・居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化（小規模多機能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入）
・認知症施策の推進（新オレンジプランの基本的な考え方（普及・啓発等の関遡匝策の総合的な推進）を制度上明確化）

｢生活施設｣としての機能とを兼ね備えた､新たな介護保険施設を創設
長することとする。病院又は診療所から新施設に転換した場合には、娠換前の病院又は

診療所の名称を引き続き使用できることとする。
②医療･介護の連携等に関し､都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他の支援の規定を整備
地域共生社会の実現に向けた取組の推進篝(社会福祉漉企…聖障害者総童菫遥墜_』墨鋤鱈』菫･撫職る地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り､福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の
。高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため､介護保険と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付ける
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被用者保険間では『総報酬割』(報酬額に比例した負担)とする２。各医療保険者が納付する介護納付金(40～64歳の保険料)について､被用者保I寅面垂
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※平成30年４月１日施行｡（Ⅱ５は平成29年８月分の介護納付金から適用、Ⅱ4.は平成30年８月１日施行）
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居宅介護支援事業所の指定権限の委譲について
【平成26年改正時に対応】

<平成30年４月以降＞
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勧告､命令、
指定の取り消し、
指定の効力停止

勧告､命令、
指定の取り消し、
指定の効力停止
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【専門部会の活動について】

1.地域個別ケア委員会
１．平成２９年度事業実績

（１）委員会の開催：開催回数４回
（２）困難事例を検証し地域課題を見出し、課題解決へ向けた取り組みについて、提言を

行った。
２．平成３０年度事業内容

（１）委員会の開催：開催予定４回
（２）個別ケースを検証し地域課題の把握と課題解決に向けた取り組みを検討する。
（３）地域課題の把握と、｢地域支え合いづくりを考える会｣と連携し情報の共有を行う。

Ⅱ、地域支え合いづくりを考える委員会
１．平成２９年度事業実績

（１）委員会の開催：開催回数６回
（２）地域座談会等での地域課題と地域の担い手の把握。
（３）住民が抱える生活課題に関するアンケート調査の実施。
（４）地域課題を検証し、課題解決に向けた提言を行った。

２．平成３０年度事業内容
（１）委員会の開催：開催予定６回
（２）地域課題と地域の担い手の把握、情報の共有化。
（３）課題解決に向けた取り組みや仕組みについて検討する。
（４）「地域個別ケア委員会」と連携し情報の共有を行う。

Ⅲ認知症地域ケア委員会
１．平成２９年度事業実績

（１）委員会の開催：開催回数６回
（２）認知症初期集中支援チーム設置に係る検討：平成30年４月設置
（３）認知症初期集中支援チーム設置の説明会
（４）相馬市地域包括ケア推進会議へ中間報告及び提言：平成29年１２月
（５）新オレンジプランの推進

２．平成３0年度事業内容
（１）委員会の開催：開催予定６回
（２）認知症初期集中支援チームの運営
（３）市内医療機関・薬局との連携・協力依頼の働きかけ
（４）認知症対応薬局の整備
（５）認知症ケアパスダイジェスト版の作成
（６）若年性認知症対策の取り組み
（７）新オレンジプランの推進



呼成29年度相馬市地域包括ケア推進会議専門部会報割平成29年,２月２０日第２園舗資料塵謬
１支え合いづくりを考える委員会

（１）いくつになっても堆域で活躍し続廿るごとができる壜の謹保

［課震１】定年を連え、体力も跨震的な余裕もできた住民が社会で活躍できる場が少ない。篝に男性が活躍できる塲溌少
なく、自宅に篇じこもり釡ちな妄齢者が多い．

【提割年齢を重ねても自分の経詮やスキルを地壊で活かし続けることができる壜を作る。

［活動案】①濤齢者が無逗なく手伝いのできる農係づくりの仕謹みを検討していきたい。
②堆壊づくりの担い手として若い世代や子ども、障がいを持つ人も含め、共に支え合える仕糧みを作りたい、
③晴太けんこう体操」を住民主体で継続し、堆竣のリーダー育成を目的としたリーダー相互の連携を図る
研修会を実施したい。

（２）地域住民の集いの壜の確保

[議題２１一人暮らし寓齢者世帯が塔加している中、今後の主活に漠然とした不安を捲えている人が増加している。
また、近所付き合いの希蓮化や近所まで躍れている等、人とのつながりに難しさを感じている哀齢者も多く、
元気なうちから地域と嘩繋謬りを持ちたいとの意見もある。

[提言Ｉ住民が歩いて行ける壷薩で、気軽に誰でも立ち寄れる集いの場の立上げ支簔をするｃ

【活動案】①担い手となる人の育成や支援体制を整える。
②社会性がある活動に参菰することが、健康寿命を延ばすポイントであることを広く住民に局知する取り謹み

を行うｃ

’２地域個別ケア委員会

「驍鐵今まで第一線で渥塵してきた人が濤齢となり一人暮らしとなった時、蜜しさや生潅の不安を軽滅できる他者
との交流の場がない。今まで培ってきた経驍や技議を生かして活躍できる竈がない。

醍言Ｉ曇高齢者の社会参加は生潅に対する意欲を寓轟生きがいに繋がり、結果瞳に要介護状態となることへの予防
熱果も得られる。社会へ貢誌している実感が得ら紅る遥勤ができる体認の整備が必要と考える。

②退職後に地域へ入ったり、新たな人とのつながりを作ることに抵抗感を感どる嵩齢者も多いと考える。自
ら出向くサロン等以外にも、じっくり詮ができる人や団体の存在が必要と考える。

[活動謎社会性のない人の孤立死。誕独死。自死を防ぐ仕糧みとして、社会資源の壱論活尾を検討する。
- 一 一 一 一 一 一 = 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - -

Ｉ
ー

閲３湧知症地域ケア婆員会

１. - - ■ ■ ■ ■ ロ ー - 一 一

[課園ご家族が認舞症かも？と気づいても相談先が分からずに発見が遅れ重症化している。また、認知症の人への
接し方が分からず、認尭症の人もご家護も不安や掻みを抱えているｃ

【提言】認舞症は、旱窮発見・早謹濃療が重要であること、多くの市民が霊気症への瑳鐸を深めることで堆壌で支え
ることができること、壽鍾症の人の介護者への支芸が必要であると考えるｃ ’

【活動詞②識語症を正しく雲隼するたあの普及啓発‘普及啓発の広報
・簡易駁ケアパスの作成
・認錘症サポーター養成議座の普及啓発及び濤信

②認織症の人や家族等への支簔（認錘症カフェの運営）
③認鍾症初期集中支簔チームの実施（平成３e年度から実鎧予定）
轡『紘忘制の拒談、医篝簔貢との連携‘震方の鍵き書け
⑤若年往謡知症の人露社会参加の支援

１

１

１
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平成３０年度第１回南相馬市地域包括ケアシステム推進会議

： 次 第
１

匂

日時：平成30年６月５日（火）
１８；３０～

場所：南相馬市役所東庁舎.2階第一会議室

ノ今云１ 開

２会長あいさつ
１

議 宙雫３ 、

告事項】
委員及び職員の紹介について
地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ推進会議の趣旨及び取組実績について
各委員所属団体の活動状況について．

【報
(1)
(2)
(3)

唖

【協議事項】
(1)平成30年度地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ推進会議の取組について
(2)認知症初期集中支援チームの活動について
(3 )その他 唖唖

４ そ の 他

《云５ 閉

(-
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相馬人権擁護委員協議会
■ ●
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● ■
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９ 認知症の人と家族の会福島県支部相双地区会 門馬万里子
1０ 南相馬市薬剤師会 ● 合

・ 但 野 一 博
● ●

1１ 福島県作業療法士会相双支部 矢吹雄基 ● ■
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1２ 介護サービス施設・事業所
■ ●
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■ 菅 原 武
◆ ■

南相馬市立総合病院地域医療連携担当 岡田千津
1４ 鹿島厚生病院地域医療連携担当 米 倉 優 子

｡■

1５ 大町病院地域医療連携担当 鈴木真裕実
●

1６ 福島県言語聴覚士会相双地区
■ ■

熊谷．大 ■ ｡

1７ 南相馬市区長連絡協議会
● ●

加 藤 栄 伸
1８ 原町東地域包括支援センター 川村裕佳里
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南相馬市健康福祉部理事
● ●

、
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◆
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牛 来 学
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矢 吹 喜 彦
● ■
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■

大樂千春；
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健康福祉部長寿福祉課地域包括ケアシステム推進係副主査 松浦、貴昭 ■ ●

健康福祉部長寿福祉課地域包括ケアシステム推進係主事
● ●

｡ ■

黒 田 茂
南相馬市地域包括支援センター管理者

■ ■

● ■ 星 直 子
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資料１

南相馬市地域包括ケアシステム推進会議の趣旨及び
取組実績について

１-地域包括ケアシスデム推進会議設置の背景

厚生労働省では、いわゆる“団塊の世代(S22～S.２４生の方々)"が75歳以上
の後期高齢者となる平成37年（2025年)を目途に、例え要介護状態となって
も住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよ
う、医療・介護・介護予防“生活支援･住まいを一体的に提供する“地域包括
ケアシステム”の構築を求めている。

'南相馬市の地域包括ケアシステムの姿
病気になったら･･･

■Ⅱ砂●●９勺１
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ｇＧｃ．少｡_ｇ●一生包括ケアシステムは､おおむ
以内に必要なサービスが提供
日常生活圏域(具体的には中
）を単粒として想定
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．･諺老人ｸﾗﾌ6シルバー人材センター塔行政区､地区福祉委員会，ボランティア･NPO篝サロン、-""…割…_……………皐_鳥娠錘一等…………………鳥……蝿．
【南相馬市高齢者総合計画から抜粋】

この‘‘地域包括ケアシステム”の実現に向けては、特に、地域の特性を生か
しながら、①生活支援体制の整備、②医療。介護の連携強化、③介護予防事業
の効果的な取り組みの推進､④認知症施策の推進､⑤包括ケア推進会議の設置
が重要であるとされている。

この､包括ケア推進会議とは｡．。
「介護支援専門員、保健医療&福祉に関する専門的知識を有する者や民生
委員その他により構成される会議」

皐本市においては
ザ
０

-１ -
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８

南相馬市地域包括ケアシステム推進会議の設置２

平成２７年８月に「南相馬市地域包括ケアシステム推進会議」を設置
※役割：，高齢者全般に渡る課題の解決

・地域住民な:どのインフォーマル活動の開発
・これまで以上のネットワーク構築の推進

平成２８年度からは、より具体的な協議を行うため４つの専門部会を設置

、■

◆ の

､Q ■

地域包括ケアシステム推進会議
(認知症初期集中支援ﾁー ﾑ検討委員会）

※包括ケアの構築に向けて
・高齢者全般に渡る課題解決
・地域で必要な資源開発
・ネットワーク構築の推進

８

〆、

1I且汀 硬討囚容ｑ
ﾖⅡ銅の托

、 万 針 の 罰
、 壷 弛湿

Ｉ地域包括文張セングー
(市内4カ所)が主催する
対応に苦慮する高齢者α
案件を協議する会議‘
i.地域住民も含め多職濯
が参加
(問題の根底にある課題'(弛域課題)を抽出

専門部会０
邸に､検討

【南相馬市高齢者総合計画から抜粋】

○会議開催回数
H27年度:全体会6回H28年度:全体会3回（各部会3回)：
H29年度：全体会２回委員視察研修「第18回介護保険推進全国サミット」

：（場所岩沼市出席者:委員4名､事務局3名）
・生活支援体制整備部会５回

闇 ・医療ど介護の連携部会２回
・ 介 護 予 防 部 会 ６ 回 、
．認知症支援部会４回（研修会１回）

?２．

｢南相馬市地域包括ケアシスデム推進会議｣の取組イメージ図
● 甲



ず

◆

３キな検討・取組事項

(1)生活支援体制整備部会関係
①国が示す生活支援体制整備事業への取組

今太田地区福祉委員会等と協議
．’
-----ｰ̅-̅----̅.̅.. .-.̅-ｰｰ̅-̅--------ｰ-------.. . . . .̅̅.̅---̅̅--̅.ｰ--̅ｰ１
１※生活支援体制整備事業：(平成３０年４月～)
Ｉ専門的な事業者等のみでなく、地域住民､、地縁団体等を含めた多様な主体が、｜
｜高齢者の生活支援･介護予防の取組を推進するため、以下を配置、設置する事業１
I(1)地域支え合い推進員を!(市全域版．日常生活圏域版）

・ １

I(2)協議する場（協議体)を!(市全域版．日常生活圏域版）
Ｌ 一 一 . . ． . . . 一 一 ､ ﾛ . 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ． 1 . - - . ﾛ . ー ‘ - - - - - - ， - - - - - - - - - - - ． - - - - ． 口 . - - - - - ． ． 口 . . . ー ､ ー

②助け合い（包括ケア）の普及啓発
説明資料作成し、講演会､出前講座の実施
→地区福祉委員会､地区老人クラブ､南相馬市社会福祉協議会職員等

③高齢者生活支援ガイドブックの作成及び高齢者世帯への配布
④各種課題への対応策検討

○権利擁護の推進
・南相馬市成年後見制度利用支援事業実施規則の制定
→成年後見人等への報酬費用にかかる助成を創設
→市長が行う申立て（審判請求）要件の緩和：

（親族による申立て等の有無の確認を４親等内から２親等内へ）
○外出支援の充実,

・原町区及び鹿島区における「定額タクシー」事業(みなタク)の創設
○仮設住宅入居高齢者の円滑な退去、

・仮設住宅担当部署、関係部署による支援策検討のケース会議の実施
⑤その他

・介護予防・日常生活支援総合事業移行にかかる事業所訪問の検討
・・ボランティアポイントの検討

、

(2)医療と介護の連携部会関係
①病院とケアマネジャー間の退院調整ルールについて
．；○当時､県が進めていた相双圏域のルール策定において､内容を議論し、

県に対して意見書を提出
○ルール開始後は各機関の運用状況、問題点等を意見交換

②包括ケアにかかる薬局の活用
○適切な服薬､残薬管理に向けた在宅訪問の推進
→「(相馬薬剤師会)在宅訪問対応薬局一覧」を作成し、介護支援専門

員研修会で、薬局への相談方法等を説明
○国が示す「患者のための薬局ビジョン」の把握

③情報連携シール「キビタン健康ネット」等の情報共有
④在宅医療（往診）及び訪問看護の現状把握（アンケートの実施）
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.(3)介護予防部会関係

①介護予防の普及・啓発について
○地域の中で介護予防活動を推進lﾉていくために、南相馬市として「いき
いき８０（はちまる）運動」（目指せ!健康寿命８0歳代）を展開する
方向で、その普及内容と方法を検討。普及内容として、運動、口腔・栄
養、生きがい･社会参加についてチラシを作成し、６５歳介護保険証送
付時に同封し周知予定。

Ｉ

(4)認知症支援部会関係
①認知症の人を支える社会資源の整理ｼｰﾄ作成
○認知症ケアパス作成に向けての情報整理

・認知症地域支援推進員の役割確認→認知症地域支援推進員会議の開催
・認知症ケアパス作成

②認知症の普及・啓発について
○認知症に関する地域課題を抽出｡

、認知症に関する正しい理解、､認知の早期発見、認知症高齢者の見守り
体制について検討

○認知症に関する正しい理解､認知の阜期発見のために
.認知症フォーラム開催(H28年度)
・広報みなみそうま掲載認知症の人と家族の会事業､世界アルツハイ
マ箒デーに合わせて啓発活動（９月）
･.H29年度普及.啓発のﾃー ﾏ｢あれっ?と思ったら声に出そう！」

‘・認知症ｻﾎｰﾀｰ養成講座の拡充_ｷｬﾗﾊﾝﾒｲﾄを増やす
．認知症の講話｢あれっ？と思ったら声に出そう！」を健康づくり課と
協働でH30年度より実施予定。使用チラシを作成。

一

③認知症高齢者の見守りについて
○講演会の実施

･H29年度支援者向け講演会
「認知症になっても～地域で暮らし続ける為に～私たちが出来ること」

．。H30年度市民向け講演会予定＝

-４-



資料1=(1)-①

｢生活支援体制整備部会」の協議状況について（報告)‘

１部会開催日
５月２９日、６月２９日、７月２６日、９月１９日の計４回開催

２主な協議内容
（１）国が示す生活支援体制整備事業の取組について

｜ ※ 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 ： ( 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 ～ ） ！
’専門的な事業者等のみでなく、地域住民、地縁団体等を含めた多様な主体が、｜
｜生活支援・介護予防の取組を推進するため、以下を配置、設置する事業！． １

１（１）地域支え合い推進員を！（市全域版・日常生活圏域版）
Ｉ。！（２）協議する場協議体）を！（市全域版・日常生活圏域版）
ｌ‘ー一一・一ー-．．．-- . ･ ･ . ﾛ . . . ｡ . . . ｡ ､ローー. . . . . ､ -----------．．.一一. ､-----．､ローー. . ･-．- . . . . - -一一一一一一一一・・・一・・・Ｊ

☆協議事項：日常生活圏域版の協議する場、取組について
【部会としての考え】：
・住民レベルでのちょっとした助け合いが少しでも広がればb｡｡
．すでに開かれている住民の話し合いの場(既存組織）に関わり、支援
していくことが効果的･効率的。

・そこから、徐々に同地区の他団体との連携も広がっていくのでは・・・

‘
・地区福祉委員会、地区老人クラブ等、助け合い活動に意欲のある組織を
協議する場として関わり支援しよう
‘

･迭年度に向けて、まず、太田地区福祉委員会をモデル地区としよう。．
（まず助け合いについての座談会（グループワーク）を開催したい｡）
（部会員もそこに関わっていくb)
息‘

｡現在、太田地区福祉委員会と座談会の開催に向けて協議中

（協議資料は､資料'＝(')-②のとおり）

(2)生活支援にかかる地域資源リストの更新について
・昨年、本部会で作成したリストであり〈行政や地域包括支援センター窓口
での市民対応に役立っていることから適宜更新。

(3)個別地域ケア会議から抽出された地域課題の検討について
・権利擁護、外出支援、仮設住宅入居者の退去にかかる案件について協議
→（資料２-(2)参照）



資料１-(1)-②
太田地区福祉委員会樵への説明内容について

１今、国且県が市町村へ指示していること
お一人暮らしや高齢者のみの世帯が増加する中、生活支援の必要性が増加して

いるので、専門的な事業者等のみでなく、地域住民、地縁団体等を含めた多様な
j主体が、生活支援・介護予防の取組を推進するよう市町村は努めること。

職灘董雛蔓罵:
(1)地域支え合い推進員を！（市全域版・日常生活圏域版）
( 2 )協議する場を！（市全域版､日常生活圏域版 )つくること！

(1)及び(2)って何をするの？
①地域で求められている高齢者への支援、助け合いは何か、課題は何かを

あぶり出すこと
②既に取り組んでいる高齢者への支援､助け合いを､他組織も含めた関係

者間で情報共有､連携していくこと
③身近な、ちょっとしたことも含めた助け合いを広げていくこと
※"地域支え合い推進員は、どれらを引っ張っていく人（複数可）

の取組状況、今後の方雷Ｚ
市全域版の埋域支え合い推進員、協議する場は、枠組みを作成済み。

職溌蝿蝋溌職:隙
日常生活圏域版の地域支え合い推進員、協議する場をづくらなければならない。

息;巽溌看識箕巽童：
○ 躍 自 = 亜 ど 寸

していきたい。
○具体的には、まず助け合いについての座談会を開催したい。

惨加者を何グループかに分けて、そこで話し合ってもらう｡）
〃･勉区に鰯Xごある、助ケ合い、気仁か/ガごつながって‘･'る耽葱（お宝ソぱ？

・自分たちの活動の間題点さらに効果的なものにしていくたぱ？
’活動を充実さぎるため、〃鯵会・携察など差企画する。
・地域の高諦壹が堂活_と困っていることば？

＝自分たち伯態域で〃か出装そうなことば？
‘地域を豊かにするため、助け合‘'の壹慶・啓発とぱ？

○その後の取組については、その座談会の内容を踏まえ協議していきたい。



恩留意点
○あくまで団体様への働きかけに力点を置き、強制はしない。
○参加者の自主的な活動を推奨する。
○助け合いに関する内容について、話し合いを持つ際の会議費用や､活動を充実

させるため研修会の開催費用などは､必要に応じて､行政で負担することも可能
：とする。

助け合いの普及に向l･『だ市のイ〆一ン
０

̅

南相馬市協議体及び地域童え合い推進員のイ洪一ジ園

０

行政 ’〆 〆

地域包括ケアシステム推進会議

市全域で不足するｻｰﾋｽや
●

担い手の創出･養成を検討
必要に応じ市の事業化を検討化を検討

社協

好事例の情報共有

癖穏方針説明
活動支援 第２層推進員

第２層協議体
(○○地区老人クラブ）

第２層協議体
(意欲のある団体）

第２層協議体
■

(○○地区福祉委員会）

各地域での課題や､独自の取組
合いの新たな取組や､既存取組のＩ
各地域での課題や､独自の取組などを話し合い籍助け

合いの新たな取組や､既存取組の充実を検討．
豊かな地域づくりに向けた話し合いの場向けた話し合いの場

助け合いや生きがい活動の重要性を啓発していく

α

日

も
の



資料１-(2)

｢医療と介護の連携部会」の協議状況について（報告）

１部会開催日
第１回：６月２７日（火）

２主な協議内容
(1)病院とケアャネジャー間の退院調整ルールの運用状況について

・退院調整ルールの運用が開始され約３か月経過。，
・各団体におけるルール開始後の状況、問題点等の意見をいたただいた。
【主な意見】
①各団体の入退院調整時の連絡先、使用する書類様式の明瑠上により、明ら
かに担当者間で連携、協議がしやすくなった。

②問題点、課題として、
・-部の病院、事業所においてはまだルールが浸透していない。
･円滑な退院調整に向けては、 暫定サービス利用が進むことが必要であり
いて、介護事業所等関係者の理解が必要。 ＆

･ケアマネジャーは、利用者に対し入院時に ｢ケアマネの名刺｣、「医療保
を持参するよう周知徹底することに

Ｏ

しているが、あまり徹底されていない。等
‘

１０月に、相双地区の病院、ケアマネジャー、地域包括支援センターL、行政
による運用評価会議が開催される。

(2)包括ケアにかかる薬局との連携の在り方について
①薬局では､現在、高齢者のケース会議へ適宜参加したり、地域に出向い
て講話等を実施中

②今後、薬局として包括ケアに積極的に関わっていく。≦
○適切な服薬、残薬管理に向けて、在宅訪問を推進していく。

今既に薬剤師会でアンケートを行い訪問可能薬局等一覧作成済み｡
（今後、どの関係機関まで公表するか等検討）

○ケアマネジャー等、福祉関係者で、高齢者の服薬残薬管理等で問題が
生じている場合、とにかく、最寄りの薬局へ相談していく。
→薬局として対応を指導できるはず。

○お薬手帳について､医師やケアマネジヤーと連携が取れるツールとして、
使用できるようにバージョンアップ中。

○訪問看護事業所をはじめ、福祉関係者が薬局に求める内容を把握して
いきたい。

『
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資料1-(3)

｢介護予防部会｣の協議状況について（報告）
卜

１部会開催日．
・６月１６日、７月２１日、８月１７日の計３回開催

２主な協議内容
(1)介護予防の普及・啓発について

・地域の中で介護予防活動を推進していくために、平成２８年度に話し合っ
た内容「いきいき80運動」について、委員間のイメージの共有と意見交換
及び普及するための具体的な内容と方法について協議(主にグループワーク）
を行った。

【いきいき８0(はちまる）運動】とは

生：生命、長生き､健屋霊室、目標４役割
活:活動的、目鮴輝いている‘
粋：人生を楽しむ､化粧、おしゃれ、あこがれ
行：自ら行動

８0(歳。代):目指そう健屋臺壺
◆

運動とは：普及．啓発･キャンペーン

①介護予防の普及・啓発について：
○何を：「いきいき８０運動」のことばやイメージをPR･広告する

、８０歳で元気に生活している方を紹介する。
○誰に：６５歳以上の人、退職者をターゲットにする。広報は市民に。

、

② 具体的な内容について
○運動；運動習慣の普及＝歩けるカラダに！
○口腔・栄養：「おいしく食べる」とと

→しっかり噛む＝歯を残す．きれいにする
嚥下体操（南相馬市独自)、タンパク質・水分の取り方

○生きがい・社会参加：趣味．いきがい、地域デビュー・地域活動のきぎ趣味．いきがい、地域デビュー・地域活動のきっかけ
･

つくり、家庭での役割

-１- 、



③具体的な普及方法について
○言葉（ロゴ）と具体的な活動の両方を普及する
【 拡 散 方 法 】 【 場 所 】
・チラシ作成.(介護保険証送付時）・医院・病院、歯科医院
ｑ広報（元気な８０歳を紹介）・・理容室、美容室
・ テ ィ ッ シ ュ 配 布 ・ 温 泉 入 浴 室 な ど
・講演会

Ｉ

○介護保険証の配布時期（６５歳）に直接的に伝えられる事業の実施の検討
例えば…おとなの学校（仮称）・

＊体育(運動)、理科(口腔･栄養)〈社会(制度説明)、保健(健康)
道徳(生きがい･社会参加）など)

④今後の予定について
具体的な活動内容を協議し、年次計画を作成し次年度以降の事業計画や高齢
者総合計画に反映させていく予定。

’ １

句

週一サロン事業
地域づくりによる介護予防事業推進について
週一サロンの新規立ち上げ.活動支援を継続していく。

の拡充やその他の介護予防事業については今後協議予定。

(２）

タ

-２．



資料1-(4)一①

｢認知症支援部会」の協議状況について（報告）

１部会開催日
６月２0日、.８月22日の計２回開催

２主な協議内容
（１）南相馬市の認知症に関する普及・啓発について

平成28年度部会で協議した結果､南相馬市の認知症に関する普及･啓発
する内容について以下のようにまとめた。

相諜琴口､蕊蜂
が分かる蝋．

、

○平成２９年度の普及・啓発のテーマ
●

「あれっ？と思ったら声にだ造ろ＃」

○認知症を正しく理解し､認知症に気づくこと（や対応）ができるために
段階的に伝える今まずは「関心・興味」を持ってもらう
．「認知症サポーター養成講座（オレンジリング)」９０分講座【継続】

：．「認知症の講話」３０～60分講座【H30～】

＊｢あれう！と思つだ毎声にだ琶う!j.早期発見､早期支援につながる活動
・広報活動・・・広報みなみそうま９月１日号に掲載【継続】

Ｉ

○相談できるひと．ところ（場所・部署）をわかりやすくする(相談の充実）
・主治医にも相談できる体制を整える【H29～】

＊医師会との協議・調整を行う
．「もの忘れ相談」窓口の設置（市役所)IH30～】
・認知症初期集中支援事業の周知徹底を図る

-.1-
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､認知症地域支援推進員の活動の推進【H29～】
＊認知症地域支援推進員会議の実施資料

→推進員の役割の確認（地域の認知症対策の担い手（相談者)）
認知症ケアパスの作成

(2)南相馬市の認知症高齢者の見守りについて
南相馬市の認知症の見守りが必要な人の状態について、委員間で共有し、

どのような見守りが必要なのか協議した。

○見守りが必要な人とは？
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○目的軽度の段階から見守りをして認知症の早期発見･早期支援につなぐ。
○見守る人：近所の人、認知症サポーター､地域の人

畢 ＆
地域の人が認知症に関する正しい知識を持ち正しく理解し、見守る、支援が
必要な時はつなぐことができるような地域を目指すために以下を実施する。
錫方法:認知症サポーター養成講座【継続】・

今認知症キヤラバンメイトも増やす取組【H29～】
雷小高区の取組について
①小高地域包括支援センター、健康づくり課、長寿福祉課と話し合いを
し．、地域住民及び関係機関の人に対し「認知症の理解を深める」取り
組みを実施する。（具体策：認知症サポーター養成講座)IH29～】

②認知症サポーター養成講座のみで終わらず､ステップアップ講座など、
系統立てた講座を計画し実施する。【H30～】

（３）．市民向け認知症講演会を開催する
．～参加したく‘なる認知症講演会にするために～
・１年目：対応認知症の方への対応。病状・具体例についてIH29】
・２年目：見守り住民ができること、気づきのポイントなど､実践を通

した内容について【H30】
＊１年目、２年目とつながる内容とする。
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南相馬市認知症地域支援推進員について
････̅●-・-･＝･･争一･ひ････ロー・・̅｡｡。̅・・̅｡･･･｡･･･｡●。｡．･･･････■｡｡｡･･･｡･･．｡.■｡..-．･･･-．・・・・・・-．．．句････・凸・・・･･･････････・・・・・・・・・・・・・･･･・・・・・・・・･ひ｡････と・・--．---．---凸一・-一・・・・．手･・・・・････････････・・・・･･･・・・・｡･･･-----=ロ｡

認知症支援部会で協議をしておりました「認知症ケアパス」の作成について
● ･

認知症地域支援推進員活動として引継ぎましたので、経過を報告いたします。
Ce●●●●｡●●由●●○ゆ●早●●●●●｡p●■●■､■●･のb●●●●■■●｡●●●●●■●●●●●●●●●●●■●●●●■●e●●●DeeC申■●●●｡●｡■◆●◆●●｡●｡､●●｡●●●●●●や｡｡Ｇ■●｡●●●●。｡｡●■◆●■●●｡●●●甲●◆｡◆申●●｡●･O●･甲､●｡●●◆●●●■｡●●●●岳●●●●●●｡●●■●｡●q■●■●●●｡●●●●●●●●●■●■●●｡●｡●●●●●｡●■●■●●｡ ■

認知症地域支援推進員とは
○位置づけ

認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン)の中に位置づけられ、平成３０
年度までにすべての市町村に設置することになっています。

○主な役割
・認知症ケアパスの作成及び普及
・認知症の人を支援する関係者と連携調整
・認知症の人やその家族を支援する相談業務等

ノ

○南相馬市の設置状況
各地域包括支援センターに１人以上設置
※２９年度までに、各地域包括支援センター全てに設置予定

１活動状況
（１）認知症地域支援推進員会議

第１回平成２９年７月２７日
内容：南相馬市の実施要綱について

地域支援推進員活動について（共有）
認知症に関する地域の課題について（話合い）

･認知症初期の方（介護認定無し）が使えるサービスが少ない
｡認知症の当事者の方が集まれる場があったら良い
･介護サービス以外の通いの場があると良い（介護者の負担軽減にもなる）

第２回‘平成２９年８月２９日
内容：認知症部会で作成した社会資源シートの確認

他自治体の認知症ケアパスについて（共有）
南相馬市認知症ケアパスの構想について（話合い）

6H２９年度検討二平成３０年度発行(目標）
･認知症の状態に合わせたサービス一覧に加えて､認知症の基礎知識や
相談窓口なども掲載したい意見あり
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